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扱
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す
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扱
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公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
十
五
年
四
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

毛
内
左
官
工
業

二

氏
名

毛
内

光
幸

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
野
字
鳴
滝
六
四
の
一
三
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
八
三
九
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
六
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ペ
ー
ス
プ
ラ
ン
東
日
美
装

二

代
表
者
の
氏
名

小
田

辰
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
正
法
寺
一
二
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
〇)

第
一
六
五
四
四
号
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
千
歳
森
二
九
三
の

一
か
ら
二
九
三
の
六
ま
で
及
び
五
〇
〇
の
二

三

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
稲
吉
一
五
の
二
八

三

布
施
博
毅

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
下
前
川
原
一
八
八
の

一
か
ら
一
八
八
の
三
ま
で
及
び
一
八
九
の
一

か
ら
一
八
九
の
三
ま
で

十
和
田
市
東
三
番
町
二
一
の
五

栗
山
瑞
雄

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
沖
館
字
宮
崎
一
〇
七

の
一

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
沖
館
字
宮
崎
四
一
の

一
〇

田
中
宏
明

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
蟹
田
字
上
蟹
田
一
三

の
一
の
一
部
、
一
三
の
二
の
一
部
、
一
三
の

三
の
一
部
、
一
三
の
四
の
一
部
、
一
三
の
五

か
ら
一
三
の
一
二
ま
で
及
び
三
二
の
六
の
一

部

蟹
田
町

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
東
平
四
の
七

及
び
四
の
一
六
か
ら
四
の
二
六
ま
で

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
東
四
丁
目
六
の
一
六

有
限
会
社
タ
ケ
ダ
サ
プ
ラ
イ

� �
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五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

内
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鬼

沢
楢
木
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

高

畑

幸

選
挙
管
理
委
員
会
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

監

事

理

事

監

事

市
川

宏

名
古
屋

昭
八

市
川

文
夫

青
森
市
大
字
西
田
沢
字
沖
津
二
五
二

〃

大
字
前
田
字
中
野
一
二

〃

大
字
西
田
沢
字
浜
田
七
八

平
成

��

･
�･
�就
任

��･

�･

��退
任

��･

�･

��退
任

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

須
藤

辰
雄

小
山

信
作

藤
田

光
男

神

道
徳

藤
田

国
美

藤
田

吉
広

千
葉

徳
英

角
田

重
雄

泉
田

雄
三
郎

藤
田

高
男

鳴
海

平
内

小
山
内

豊

須
藤

辰
雄

小
山

信
作

藤
田

光
男

藤
田

国
美

藤
田

吉
広

神

道
徳

泉
田

雄
三
郎

千
葉

徳
英

角
田

重
雄

藤
田

高
男

藤
田

嘉
四
男

小
山
内

豊

弘
前
市
大
字
鬼
沢
字
山
ノ
越
四
八
の
一

〃

〃

〃

一
二
六
の
二

〃

〃

字
猿
沢
七
〇
の
二
〇

〃

〃

字
後
田
一
六
五
の
四

〃

〃

字
猿
沢
一
〇
五
の
二

〃

〃

〃

一
一
七

〃

大
字
楢
木
字
牧
野
一
一

〃

〃

〃

二
一
七
の
三

〃

〃

字
用
田
七
四
の
三

〃

大
字
鬼
沢
字
菖
蒲
沢
八
三

〃

〃

字
山
ノ
越
七
九
の
二

〃

大
字
楢
木
字
用
田
二
二
八

〃

大
字
鬼
沢
字
山
ノ
越
四
八
の
一

〃

〃

〃

一
二
六
の
二

〃

〃

字
猿
沢
七
〇
の
二
〇

〃

〃

〃

一
〇
五
の
二

〃

〃

〃

一
一
七

〃

〃

字
後
田
一
六
五
の
四

〃

大
字
楢
木
字
用
田
七
四
の
三

〃

〃

字
牧
野
一
一

〃

〃

〃

二
一
七
の
三

〃

大
字
鬼
沢
字
菖
蒲
沢
八
三

〃

〃

〃

三
六
の
一

〃

大
字
楢
木
字
用
田
二
二
八

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

� �
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人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則)
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
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る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
市
の
項
中｢

課
長
補
佐(

法
規
、
秘
書
、
人
事
、
職
員
団
体
、
給
与
、
庁
舎
管
理
、

予
算
担
当)

、
行
政
管
理
室
室
長
補
佐｣

を

｢

自
治
体
経
営
室
長｣

に
改
め
、｢

法
規
、
事
務
管
理｣

の
下
に

｢
、
秘
書
、
人
事
、
給
与
、
庁
舎
管
理｣

を
加
え
、｢

、
文
書
法
規
係
長
、
秘
書
係
長
、
人

事
係
長
、
給
与
係
長
、
管
財
課
管
理
係
長｣

を
削
り
、｢

職
員
団
体
、
給
与
、
予
算
担
当｣

を

｢

給

与
、
予
算
担
当｣
に
改
め
、｢

総
看
護
師
長｣

の
下
に

｢

、
総
括
副
総
看
護
師
長｣

を
加
え
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
弘
前
市
の
項
中

｢

検

｣

査
室
長｣

の
下
に

｢

、
事
務
局
次
長｣

を
加
え
、

｢
を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
八
戸
市
の
項
中

｢

行

｣

政
経
営
室
長｣

を

｢

室
長

(

課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

に
、｢

総
務
課
課
長
補
佐
、

学
務
課
課
長
補
佐
、
庶
務
班
長｣

を

｢

教
育
政
策
課
課
長
補
佐
、
学
校
教
育
課
課
長
補
佐
、
総
務
企

画
班
長｣

に
改
め
、｢

支
所
長｣

の
下
に

｢

、
所
長｣

を
加
え
、

｢

を

｣

｢

に
、｢

総
看
護
師
長
、
副
総
看
護
師
長｣

｣

を

｢

看
護
局
長
、
副
看
護
局
長｣

に
改
め
、
同
表
黒
石
市
の
項
中

｢

理
事
、
課
長
、｣

を

｢

理
事
、

課
長
、
室
長
、｣

に
改
め
、｢

、
文
書
係
長
、
秘
書
係
長｣

を
削
り
、
同
表
五
所
川
原
市
の
項
中

｢

秘

書
室
長
、
工
事
検
査
室
長
、
法
定
外
公
共
物
対
策
室
長｣

を

｢

室
長

(

課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を

除
く
。)

｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

十
和
田
市
の
項
中

｢

、
課
長
補
佐｣

を

｢

、
財
政
課
参
事
、
課
長
補
佐｣

に
、

｢

を

｣
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高
等
看
護
学

院

事
務
長

市
民
図
書
館

高
等
看
護
学

院

館
長

事
務
長

公
民
館

病
院

館
長

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
科
長
、

総
看
護
師
長
、
副
総
看
護
師
長
、
事

務
局
長
、
事
務
局
次
長

病
院

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
科
長
、

薬
剤
長
、
総
看
護
師
長
、
副
総
看
護

師
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長

長
生
園

小
菊
荘

浩
々
学
園

園
長

寮
長

園
長

斎
場

清
掃
事
務
所

い
ち
い
寮

う
み
ね
こ
学

園

斎
場
長

所
長
、
課
長
、
課
長
補
佐
、
管
理
班

長
、
清
掃
班
長

寮
長

園
長

下
水
道
事
務

所 清
掃
事
務
所

斎
場

う
み
ね
こ
学

園

課
長

所
長
、
課
長
、
課
長
補
佐
、
施
設
管

理
班
長
、
清
掃
業
務
班
長

斎
場
長

園
長

出
先
機
関

広
域
新
農
業

セ
ン
タ
ー

養
護
老
人
ホ

ー
ム

所
長

園
長

出
先
機
関

広
域
新
農
業

セ
ン
タ
ー

所
長

議
会
事
務
局

事
務
局
長



� �
｢

に
改
め
、
同
表
三
沢
市
の
項
中

｢

工

｣
事
検
査
室
長
、
市
民
の
森
管
理
事
務
所
長｣

を

｢

室
長

(

課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

に
、｢

中
央
児
童
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

お
お
ぞ
ら
児
童
セ
ン
タ
ー｣

に
、｢

総
看
護
師
長｣

を

｢

看
護
局

長｣

に
改
め
、
同
表
む
つ
市
の
項
中

｢

管
財
係
長｣

を

｢

庁
舎
管
理
係
長｣

に
改
め
、
同
表
蟹
田
町

の
項
中

｢

を

｣

｢

に
、｢

総
看
護
師

｣

長｣

を

｢

看
護
師
長｣

に
改
め
、
同
表
平
舘
村
の
項
中

｢
参
事｣

の
下
に

｢

、
総
括
副
参
事｣

を
、

｢

教
育
長｣

の
下
に

｢

、
参
事｣

を
加
え
、
同
表
西
目
屋
村
の
項
中

｢

総
務
課
課
長
補
佐｣

の
下
に

｢
(

予
算
担
当)

｣

を
加
え
、
同
表
藤
崎
町
の
項
中

｢

課
長
、｣
を
｢

課
長
、
副
参
事
、｣

に
改
め
、

同
表
大
鰐
町
の
項
中

｢

、
室
長｣

を
削
り
、｢

総
務
課
課
長
補
佐｣
の
下
に

｢
(

人
事
担
当)

｣

を

加
え
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

浪
岡
町
の
項
中

｢

町
お
こ
し
対
策
室
長｣

の
下
に

｢

、
総
務
課
課
長
補
佐｣

を
加
え
、
同
表
金
木
町

の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
市
浦
村
の
項
中

｢

総

｣

務
課
課
長
補
佐｣

の
下
に

｢
(

人
事
担
当)

｣

を
加
え
、
同
表
百
石
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
十
和
田
湖
町
の
項
中

｣

｢
(

人
事
、
予
算
担
当)

｣

を

｢
(

人
事
担
当)

｣

に
改
め
、
同
表
横
浜
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
上
北
町
の
項
中

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

天
間
林
村
の
項
中

｢

を

｣
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議
会
事
務
局

事
務
局
長
、
次
長

出
先
機
関

児
童
館

保
育
所

館
長

所
長

出
先
機
関

保
育
所

所
長

農
業
委
員
会

事
務
局

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局

教
育
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

事
務
局
長

教
育
長
、
課
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
課
長

町
長
部
局

課
長
、
室
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
課
長

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局

教
育
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

教
育
長
、
課
長

課
長

課
長
、
企
画
財
政
推
進
監
、
総
務
企

画
課
課
長
補
佐

(

予
算
担
当)

出
先
機
関

保
育
所

農
業
委
員
会

事
務
局

所
長

事
務
局
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

町
長
部
局

課
長

出
先
機
関

老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー

保
育
所

所
長

所
長



� �
｢

に
改
め
、
同
表

｣
六
ケ
所
村
の
項
中

｢

課
長
、｣

を

｢

理
事
、
課
長
、｣

に
改
め
、｢

財
政
課
課
長
補
佐｣

の
下
に

｢
(

予
算
担
当)

｣

を
加
え
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
川
内
町
の
項
中

｣
｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

大
畑
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

佐
井
村
の
項
中

｢
(

人
事
担
当)

｣

を

｢
(

人
事
、
予
算
担
当)

｣

に
改
め
、
同
表
脇
野
沢
村
の
項

中｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
三
戸
町
の
項
中

｢

、
課
長｣

を

｢

、

｣

事
務
局
長｣

に
改
め
、
同
表
倉
石
村
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
青
森
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
等
組

｣

合
の
項
中

｢

青
森
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
等
組
合｣

を

｢

青
森
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合｣

に
改
め
、
同
表
一
部
事
務
組
合
下
北
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

総
務
担
当
主
幹｣

の
下
に

｢
(

人
事

担
当)

｣

を
加
え
、｢

、
人
事
係
長｣

を
削
り
、
同
表
下
北
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

｢

、

電
子
計
算
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を
削
り
、
同
表
北
部
上
北
広
域
事
務
組
合
の
項
中

｢

総
看
護
師
長｣

を

｢

総
看
護
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
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出
先
機
関

保
育
所

所
長

保
育
所

所
長

保
健
相
談
セ

ン
タ
ー

保
育
所

事
務
局
長

所
長

出
先
機
関

総
合
清
掃
セ

ン
タ
ー

健
康
管
理
セ

ン
タ
ー

保
育
所

所
長

所
長

所
長

出
先
機
関

保
育
所

所
長

出
先
機
関

児
童
館

保
育
所

農
業
委
員
会

事
務
局

館
長

所
長

事
務
局
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

課
長

課
長
、
室
長

課
長

課
長
、
館
長



� �

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
号

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

昭
和
五
十
九
年

十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
同
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
祭
礼
そ
の
他
特
別
の
行
事
の
行
わ
れ
る
日
及
び
営
業
時
間
の
延
長
を
認
め
る
地
域
を
次

の
と
お
り
定
め
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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 ��
 第2198号

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ギ
ャ
王
Ｆ
Ｘ

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
ギ
ャ
王
Ｍ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ギ
ャ
王
Ｍ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
・
笑
点
Ｙ
Ｊ

株
式
会
社
平
和

〃

笑
点
Ｖ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ど
た
ば
た
空
挺
団
Ｓ

株
式
会
社
竹
屋

〃

Ｃ
Ｒ
ど
た
ば
た
空
挺
団
Ｔ

〃

回
胴
式
遊
技
機

ホ
ワ
イ
ト
ヒ
ー
ト

株
式
会
社
エ
マ

〃

ニ
ュ
ー
ペ
ガ
サ
ス
Ｌ

〃

〃

ナ
イ
ト
パ
ー
ク
Ｔ

株
式
会
社
オ
ー
イ
ズ
ミ

〃

ナ
イ
ト
パ
ー
ク
Ｔ
Ｓ
―
30

〃

行

事

祭
礼
そ
の
他
特
別
の
行
事
の
行
わ
れ

る
日

営
業
時
間
の
延
長
を
認
め
る

地
域

八
戸
七
夕
ま
つ
り

平
成
十
五
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
月

二
十
二
日
ま
で

八
戸
市

八
戸
三
社
大
祭

平
成
十
五
年
八
月
二
日
か
ら
同
月
五

日
ま
で

八
戸
市

弘
前
ね
ぷ
た
ま
つ
り

平
成
十
五
年
八
月
二
日
か
ら
同
月
八

日
ま
で

弘
前
市

青
森
ね
ぶ
た
祭

平
成
十
五
年
八
月
三
日
か
ら
同
月
八

日
ま
で

青
森
市

五
所
川
原
立
佞
武
多

平
成
十
五
年
八
月
四
日
か
ら
同
月
九

日
ま
で

五
所
川
原
市

� �
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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